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事業協同組合に係る入札参加資格審査のための総合点数 

        の算定方法等に関する特例要領 

 

 （趣 旨） 

第１条 この要領は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１１の

規定により、岡山県工事執行規則（昭和４８年岡山県規則第６１号）第１条に定める工

事（以下「建設工事」という。）の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札（以

下「入札」という。）に参加する中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）

に基づく事業協同組合（以下「組合」という。）について、岡山県建設工事請負契約入

札参加資格審査要領（平成９年岡山県告示第２５８号。以下「審査要領」という。）第

６条に規定する入札参加資格審査に係る点数の算定等に関する特例を定めるものとする。 

 

 （定 義） 

第２条 この要領において審査基準日とは、審査要領第４条第２項第３号に規定する基準

日の属する年の前々年の８月１日からその翌年の７月３１日までの審査基準日をいう。 

２ この要領において審査対象事業者とは、組合がこの要領による特例の適用を受けるた

めに申請する業種に係る事業者で、組合の理事が役員又は事業主となっている法人又は

個人の事業者のうちから３者を限度として選出したものをいう。 

 

 （適 用） 

第３条 この要領による特例の適用を受けることができる組合は、審査要領第６条に規定

する入札参加資格審査を受けた組合で次の各号のすべてに該当するものとする。 

一 中小企業庁の官公需適格組合の証明（以下「適格組合証明」という。）を受けてい

ること。 

二 組合及び審査対象事業者が、審査基準日に係る建設業法（昭和２４年法律第１００

号。以下「法」という。）第２７条の２９の規定による総合評定値（以下「総合評定

値」という。）の請求を行っていること。 

三 審査基準日の前日までに審査対象事業者の営業年数の平均値が２年以上経過してい

る組合であること。 

四 組合及び審査対象事業者が、申請の日前２か年において、不渡手形又は不渡小切手

を発行し、銀行当座取引を停止されていないこと。 

五 岡山県内に法第３条第１項に規定する営業所のうち、主たる営業所を有する組合で

あること。 

 

 （特例適用の申請） 

第４条 この要領による特例の適用を受けようとする者は、事業協同組合の総合点数算定

に関する特例申請書（別記様式）に次に掲げる書類を添付して、その年の６月１日から

翌々年の５月３１日までの間の入札参加資格に係るものについてはその年の２月１日か

ら同月１５日までの間に、その年の１２月１日から翌々年の５月３１日までの間の入札

参加資格に係るものについてはその年の８月１日から同月１０日までの間に、翌年の６

月１日から翌々年の５月３１日までの間の入札参加資格に係るものについては翌年の２

月４日から同月１５日までの間に、翌年の１２月１日から翌々年の５月３１日までの間

の入札参加資格に係るものについては翌年の８月１日から同月１０日までの間に、知事
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に申請しなければならない。 

一 適格組合証明に関する書類の写し 

二 組合の役員及び組合員名簿 

三 組合の定款 

四 組合及び審査対象事業者が法第３条第１項の規定による許可を受けていることを証

する書類 

五 組合及び審査対象事業者に係る総合評定値の通知書の写し 

六 組合の建設工事の施工体制等を定めた書類 

七 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める書類 

 

 （総合数値算定の方法） 

第５条 入札参加資格を審査する場合において、前条の規定による申請のあった組合に係

る総合点数の算定は、審査対象事業者に係る総合評定値について、法第２７条の２３第

３項の経営事項審査の項目及び基準を定める件（平成２０年国土交通省告示第８５号

（以下「告示」という。）に準じ、次により行うものとする。 

 一 客観的審査事項 

 （一）経営規模 

  （１）建設工事の種類別年間平均完成工事高 

審査対象事業者のうち種類別年間平均完成工事高の最上位者（以下この号に

おいて「最上位者」という。）の額に他の審査対象事業者の種類別年間平均完

成工事高の２分の１を加えた額とする。 

  （２）平均自己資本額 

最上位者の平均自己資本額に他の審査対象事業者の平均自己資本額の２分の

１を加えた額とする。 

  （３）平均利益額 

最上位者の平均利益額に他の審査対象事業者の平均利益額の２分の１を加え

た額とする。 

 （二）経営状況 

審査対象事業者の平均値とする。 

 （三）技術力 

  （１）種類別技術職員数 

最上位者の種類別技術職員数に他の審査対象事業者の種類別技術職員数の２分

の１を加えた数とする。 

（２）種類別年間平均元請完成工事高 

最上位者の種類別年間平均元請完成工事高に他の審査対象事業者の種類別年間

平均元請完成工事高の２分の１を加えた額とする。 

 （四）社会性等の審査項目 

審査対象事業者の平均値とする。 

 二 独自審査事項 

   審査対象事業者の工事成績等により客観的審査事項に係る点数を調整する。 

２ 前項の規定により算定した組合の総合点数は、審査対象事業者のうち、最上位者の総

合点数の属する級別格付けの一段上位の格付けに係る最高点数を限度とし、級別業者の

格付けの最高は、Ａを限度とする。 
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３ 第１項の規定により算定した組合の総合点数が審査要領第６条の規定により算定した

当該組合の点数を超えないときは、当該点数を当該組合の総合点数とする。 

 

 （変更の届出等） 

第６条 審査対象事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、組合は、

速やかにその旨を知事に届け出なければならない。 

一 第３条第１項第１号、第２号及び第４号に規定する要件を欠くに至ったとき。 

二 審査対象事業者が法第７条又は第１５条に規定する許可の基準に適合しなくなっ

たとき。 

三 審査対象事業者である法人の代表者又は個人の事業主が組合の理事でなくなった

とき。 

四 その他第３条各号に規定する事項について、重要な変更があったとき。 

２ 知事は、組合が前項各号の規定に該当することとなった場合において、必要があると

認めるときは、前条の規定により算定した組合の総合点数の変更をし、又はこの要領に

よる特例の適用をしないこととすることができるものとする。 

 

 （その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、組合の入札参加資格及びその審査等については、

審査要領に定めるところによるものとする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成７年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領施行の際、現に旧要領の規定に基づいて提出されている申請書等は、この要

領の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成１３年１月６日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領施行の際、現に旧要領の規定に基づいて提出されている申請書等はこの要領

の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成１７年１月４日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領の施行の日以後に行われる申請のうち、当該申請の際に法第２７条の２９の

規定による総合評定値の通知を受けていない者に係るものについては、なお従前の例に

よる。 

 

   附 則 
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 この要領は、平成２０年１月１５日から施行する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成２１年１月８日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領施行の日以後に行われる申請のうち、平成６年建設省告示第１４６１号（以

下、「旧告示」という。）に定める項目及び基準により審査が行われた総合評定値によ

り申請を行う者については、第５条第１項に規定する客観的審査事項のうち、経営状況

の点数については、旧告示に基づき算出された数値によることとし、それ以外の客観的

審査事項については、告示に定める項目及び基準により算定を行い、その数値により総

合点数の算定を行うこととする。
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別記様式（第４条関係） 

 

事業協同組合の総合点数算定に関する特例申請書 

 

  年  月  日  

 

 岡山県知事          殿 

 

                        （申請者） 

                         所  在  地 

                         商号又は名称 

                         代表者の氏名             

 

     年度・    年度岡山県発注の建設工事に係る入札参加資格審査について「事業協同

組合に係る入札参加資格審査のための総合点数の算定方法等に関する特例要領」の適用を受けたい

ので、同特例要領第４条の規定により次のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 申請の業種 

 

 

２ 審査対象事業者 
 

審査対象事業者の商号 
 

又は名称（電話番号） 

 
 
代表者の氏名

 

 
所 在 地         

                

 
許可を受けて
 

いる業種    
 

            

 

 

      

 

                

 

 

       

 

 

            

 

 

      

 

 

                

 

 

       

 

 

            

 

 

 

      

 

 

 

                

 

 

 

       

 

 

 （添付書類） 

① 適格組合証明に関する書類の写し 

② 組合の役員及び組合員名簿 

③ 組合の定款 

④ 組合及び審査対象事業者が法第３条第１項の規定による許可を受けていることを証する書類 

⑤ 組合及び審査対象事業者に係る法第２７条の２９の規定による総合評定値の通知書の写し 

⑥ 組合の建設工事の施工体制等を定めた書類 

⑦ ①から⑥までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める書類


